
○岡山市立公民館条例 

昭和２７年１１月２９日 

市条例第５８号 

改正最新 令和２年３月１８日市条例第３０号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）の規定に基き，岡山市立公民館

（以下「公民館」という。）に関して必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 岡山市に次の公民館を設置する。 

（１） 公民館 

名称 位置 

岡山市立岡輝公民館 岡山市北区旭本町１番８０号 

岡山市立足守公民館 岡山市北区足守７１８番地 

岡山市立京山公民館 岡山市北区伊島町二丁目９番３８号 

岡山市立一宮公民館 岡山市北区一宮６３８番地１ 

岡山市立大元公民館 岡山市北区大元上町１０番３１号 

岡山市立津高公民館 岡山市北区栢谷１６７７番地 

岡山市立岡西公民館 岡山市北区下伊福西町１番４８号 

岡山市立建部町公民館 岡山市北区建部町福渡４９６番地１ 

岡山市立御南西公民館 岡山市北区田中１５７番地１１０ 

岡山市立北公民館 岡山市北区津島東一丁目３番１４号 

岡山市立高松公民館 岡山市北区津寺１０４番地 

岡山市立吉備公民館 岡山市北区庭瀬４１６番地 

岡山市立旭公民館 岡山市北区広瀬町３番２６号 

岡山市立御津公民館 岡山市北区御津宇垣１６２９番地 

岡山市立操山公民館 岡山市中区国富三丁目９番１２号 

岡山市立高島公民館 岡山市中区国府市場９９番地５ 



岡山市立東公民館 岡山市中区高屋３４４番地１ 

岡山市立東山公民館 岡山市中区平井四丁目１３番３３号 

岡山市立富山公民館 岡山市中区福泊２４６番地１ 

岡山市立操南公民館 岡山市中区藤崎２０１番地４ 

岡山市立山南公民館 岡山市東区邑久郷６８８番地 

岡山市立上南公民館 岡山市東区君津６３６番地 

岡山市立旭東公民館 岡山市東区西大寺松崎３１０番地１ 

岡山市立瀬戸公民館 岡山市東区瀬戸町瀬戸５４番地１ 

岡山市立万富公民館 岡山市東区瀬戸町万富２５７番地 

岡山市立上道公民館 岡山市東区竹原４７４番地 

岡山市立西大寺公民館 岡山市東区向州１番１号 

岡山市立灘崎公民館 岡山市南区片岡１５９番地１ 

岡山市立福田公民館 岡山市南区古新田１１８６番地 

岡山市立南公民館 岡山市南区芳泉三丁目２番２号 

岡山市立興除公民館 岡山市南区中畦５８９番地１ 

岡山市立芳田公民館 岡山市南区西市９６番地１ 

岡山市立福浜公民館 岡山市南区福富中一丁目１６番２２号 

岡山市立藤田公民館 岡山市南区藤田５０８番地 

岡山市立妹尾公民館 岡山市南区箕島１０２５番地１ 

岡山市立光南台公民館 岡山市南区宮浦１３２４番地 

岡山市立岡南公民館 岡山市南区若葉町２２番１６号 

（２） 公民館分館 

名称 位置 

岡山市立岡西公民館石井分館 岡山市北区昭和町１番５号 

岡山市立高松公民館加茂分館 岡山市北区惣爪６２２番地５ 

岡山市立建部町公民館西原分館 岡山市北区建部町西原２９４番地３ 

岡山市立御津公民館矢原分館 岡山市北区御津矢原１１９６番地３ 



岡山市立北公民館牟佐分館 岡山市北区牟佐１０１３番地２ 

岡山市立東公民館乙多見分館 岡山市中区乙多見２９４番地 

岡山市立操山公民館三勲分館 岡山市中区国富１０３９番地１８ 

岡山市立操山公民館竹田分館 岡山市中区竹田１０６番地２ 

岡山市立操山公民館宇野分館 岡山市中区西川原一丁目７番３０号 

岡山市立操山公民館浜川原分館 岡山市中区浜一丁目３番１６号 

岡山市立西大寺公民館久保東分館 岡山市東区河本町２９番地 

岡山市立西大寺公民館西大寺北分館 岡山市東区西大寺北９３４番地６ 

岡山市立西大寺公民館中野分館 岡山市東区西大寺中野本町２番２５号 

岡山市立上南公民館金田分館 岡山市東区金田１０７７番地 

岡山市立上南公民館政田分館 岡山市東区升田１番地１ 

岡山市立山南公民館大宮分館 岡山市東区宿毛３５９番地１ 

岡山市立上道公民館御休分館 岡山市東区一日市２５０番地３ 

岡山市立灘崎公民館川張分館 岡山市南区川張４６８番地１ 

岡山市立灘崎公民館西紅陽台分館 岡山市南区西紅陽台三丁目１番地１３０ 

岡山市立灘崎公民館彦崎分館 岡山市南区彦崎２６８６番地 

岡山市立光南台公民館甲浦分館 岡山市南区北浦５４８番地１ 

（公民館の目的） 

第３条 公民館は，市民のために実際生活に即する教育，学術及び文化に関する各種の事業を

行い，もつて市民の教養の向上，健康の増進，情操の純化を図り，生活文化の振興，社会福

祉の増進に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 公民館は，前条の目的を達成するため，おおむね次の事業を行う。 

（１） 定期講座を開設すること。 

（２） 討論会，講習会，実習会，展示会等を開催すること。 

（３） 図書，記録，模型，資料等を備え，その利用を図ること。 

（４） 体育，レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。 



（５） 市民の生活改善を図ること。 

（６） 各種団体，機関等の連絡を図ること。 

（７） 市民の集会その他の公共的利用に供すること。 

（８） 市内における公民館的活動の指導育成を行うこと。 

（使用の制限） 

第５条 公民館を使用しようとするときは，岡山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の

許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも，同様とする。

ただし，次の各号のいずれかに該当するものは，使用を許可しない。 

（１） 集会の性質が社会教育法第２３条に規定する事項に該当すると認めたとき。 

（２） 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

（３） その他教育委員会において不適当と認めたもの。 

２ 教育委員会は，前項の許可をする場合において，管理上必要があると認められるときは，

条件を付することができる。 

（使用料） 

第６条 公民館の使用者に対しては，別表第１に定めるところにより使用料を徴収する。ただし，

市民のための文化的又は社会教育的行事であつて，市長が特別の事由があると認めたとき

は，減免することができる。 

２ 前項の使用料は，前納しなければならない。ただし，国，地方公共団体又は市長が特別の事

由があると認めた者が使用する場合は，使用後に徴収することができる。 

３ 前項の規定にかかわらず，岡山市立西大寺公民館大ホールの暖冷房使用料及び附属設備

等使用料は，公民館を使用する日に納付することができる。 

第７条 別表第２に掲げる駐車場（以下「駐車場」という。）の使用者は，同表の定めるところに

より使用料を納付しなければならない。ただし，市長が特別の理由があると認めたときは，

これを減免することができる。 

２ 前項の使用料は，駐車場から出場する際に納付しなければならない。 

（駐車場を利用できる自動車及び禁止行為） 

第８条 駐車場を使用できる自動車は，次の各号のいずれにも該当するものとする。 



（１） 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）第２条第４号に規定する自動車で，積載物を含め，

長さ５メートル，幅２メートル以下のものであること。 

（２） 発火，引火若しくは爆発のおそれのある物品又は著しく悪臭を発する物品を積載して

いないこと。 

（３） 駐車場の設備をき損するおそれのがないこと。 

（４） その他駐車場の管理に支障を生じさせないこと。 

２ 駐車場内においては，次に掲げる行為をしてはならない。 

（１） 駐車場の設備若しくは駐車中の他の自動車を汚損し，き損し，又はそのおそれがある

行為をすること。 

（２） 他の自動車の駐車を妨げること。 

（３） 駐車場の管理に支障を及ぼすこと。 

（施設の利用） 

第９条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項の規定により公民館（建物

の内部に限る。）の使用の許可を受けた者は，使用料として使用面積１平方メートルにつき

月額２１０円を納付しなければならない。この場合において，当該使用面積に１平方メートル

未満の端数があるときは，その端数を切り上げる。 

２ 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合に

おける当該月の使用料は，日割計算とする。 

３ 使用料は，施設の使用の許可を受けた者から，使用を開始する日までにその全額を徴収す

る。ただし，市長が特別の理由があると認めるときは，納付すべき期限を別に指定し，又は

分割して納付させることができる。 

４ 既納の使用料は，還付しない。ただし，使用者の責めに帰することができない事由により使

用の許可を取り消したとき，又は市長が特別の理由があると認めるときは，その全部又は一

部を還付することができる。 

（目的外使用の禁止等） 

第９条の２ 公民館の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，許可を受けた目的以

外に公民館を使用し，又は使用する権利を譲渡し，若しくは転貸することができない。 

（使用許可の取消し等） 



第９条の３ 教育委員会は，使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公民館の管理

上やむを得ない事態が発生したときは，許可した事項を変更し，又は使用の停止を命じ，若

しくは許可を取り消すことができる。 

（１） この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可の条件に違反したとき。 

（２） 偽りその他不正な手段によつて使用許可を受けたとき。 

（３） 第５条各号のいずれかに該当するとき。 

２ 前項の処分により，使用者に損害が生ずることがあつても，市はその賠償の責めを負わな

い。 

（特別の設備等の承認及び指示） 

第９条の４ 使用者は，次の各号のいずれかに該当する場合は，第５条に規定する使用許可申

請と同時にその旨を申請して，教育委員会の承認を受けなければならない。 

（１） 特別の設備を設置しようとするとき。 

（２） 備付け以外の器具を使用しようとするとき。 

２ 教育委員会は，必要があると認めたときは，使用者に対し特別の設備を設置することを命

ずることができる。 

（禁止行為） 

第９条の５ 何人も，公民館においては，次に掲げる行為をしてはならない。 

（１） 施設又は設備をき損し，汚損し，又は滅失する行為 

（２） 他人に危害を及ぼし，又は迷惑をかける行為 

（３） その他公民館の管理上支障があると認められる行為 

２ 教育委員会は，前項の規定に違反した者又はそのおそれがある者に対し，公民館からの退

去を命ずることができる。 

（原状回復義務） 

第９条の６ 使用者は，公民館の使用が終わつたときは，直ちにこれを原状に復さなければな

らない。使用の許可を取り消されたときも，同様とする。 

（損害賠償） 

第９条の７ 使用者は，故意又は過失により公民館の施設又は設備をき損し，汚損し，又は滅

失したときは，これを原状に復し，又はその損害を市に賠償しなければならない。ただし，市



長がやむを得ない事由があると認めたときは，賠償額を減額し，又は免除することができ

る。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，教育委員会が

別に定める。 

附 則(略) 

別表第１（第６条関係） 

１ 岡山市立岡輝公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

研修室（和室） ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 



３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

２ 岡山市立足守公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

会議室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

福祉室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

和室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 



 

３ 岡山市立京山公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

研修室（和室） ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

茶室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 



 

４ 岡山市立一宮公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

研修室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

和室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

福祉室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 



 

５ 岡山市立大元公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

会議室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第１研修室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２研修室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

和室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

福祉室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 



６ 岡山市立津高公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

研修室（和室） ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

茶室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 

 



７ 岡山市立岡西公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

研修室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

茶室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

和室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

実習室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 



８ 岡山市立建部町公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

１階第１会議室 ５２０円 ２６０円 ２６０円 １９０円 ３１０円 １，２５０円

１階第２会議室 ５２０円 ２６０円 ２６０円 １９０円 ３１０円 １，２５０円

２階第１会議室(A) ５２０円 ２６０円 ２６０円 １９０円 ３１０円 １，２５０円

２階第１会議室(B) ５２０円 ２６０円 ２６０円 １９０円 ３１０円 １，２５０円

２階第１会議室(A)

＋(B) 

８３０円 ４１０円 ４１０円 ３１０円 ６２０円 ２，０９０円

２階第２会議室 ５２０円 ２６０円 ２６０円 １９０円 ３１０円 １，２５０円

研修室 ５２０円 ２６０円 ２６０円 １９０円 ３１０円 １，２５０円

手芸室 ５２０円 ２６０円 ２６０円 １９０円 ３１０円 １，２５０円

視聴覚室 ８３０円 ４１０円 ４１０円 ３１０円 ６２０円 ２，０９０円

和室（小） ５２０円 ２６０円 ２６０円 １９０円 ３１０円 １，２５０円

和室（中） ５２０円 ２６０円 ２６０円 １９０円 ３１０円 １，２５０円

和室（小）＋（中） ８３０円 ４１０円 ４１０円 ３１０円 ６２０円 ２，０９０円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 



３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

９ 岡山市立御南西公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

研修室（和室） ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

茶室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 



１０ 岡山市立北公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

第２講座室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

福祉室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

和室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

会議室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第１研修室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

第２研修室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 



１１ 岡山市立高松公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

会議室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

第１研修室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

第２研修室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

和室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

福祉室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 



１２ 岡山市立吉備公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第３講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第１研修室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第１研修室・実技室 １，２５０円 １，１５０円 １，１５０円 ８６０円 ２，８２０円 ５，６５０円

第２研修室 

（和室） 

５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

茶室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 



１３ 岡山市立旭公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ２１０円 ２１０円 ２１０円 １５０円 ６２０円 １，１５０円

第２講座室 ４１０円 ３１０円 ３１０円 ２３０円 ９４０円 １，６７０円

第３講座室 ２１０円 ２１０円 ２１０円 １５０円 ６２０円 １，１５０円

第１研修室 ２１０円 ２１０円 ２１０円 １５０円 ６２０円 １，１５０円

第２研修室 ２１０円 ２１０円 ２１０円 １５０円 ６２０円 １，１５０円

第３研修室 ２１０円 ２１０円 ２１０円 １５０円 ６２０円 １，１５０円

集会室 ４１０円 ３１０円 ３１０円 ２３０円 ９４０円 １，６７０円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 

 



１４ 岡山市立御津公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

大研修室 １，５７０円 １，１００円 １，１００円 ８２０円 ４，９２０円 ８，６９０円

第１・第２講座室 １，１５０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 ３，６６０円 ６，３９０円

第１講座室 ７３０円 ５２０円 ５２０円 ３９０円 ２，４１０円 ４，１９０円

第２講座室 ７３０円 ５２０円 ５２０円 ３９０円 ２，４１０円 ４，１９０円

第３・第４講座室 ３１０円 ２６０円 ２６０円 １９０円 １，１５０円 １，９９０円

第３講座室 ２１０円 １５０円 １５０円 １１０円 ７３０円 １，２５０円

第４講座室 ２１０円 １５０円 １５０円 １１０円 ７３０円 １，２５０円

会議室 ３１０円 ２６０円 ２６０円 １９０円 １，１５０円 １，９９０円

研修室（和室） ３１０円 ２６０円 ２６０円 １９０円 １，１５０円 １，９９０円

実習室 ３１０円 ２６０円 ２６０円 １９０円 １，１５０円 １，９９０円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

４ 大研修室の照明設備を使用する場合は，アリーナのみ使用するときは，１時間につき１，

０４０円，アリーナ・ステージを使用するときは，１時間につき１，５７０円を徴収する。 



１５ 岡山市立操山公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第１講座室・第２講

座室 

１，０４０円 ７３０円 ７３０円 ５５０円 ２，３００円 ４，６１０円

研修室（和室） ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

茶室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 



１６ 岡山市立高島公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

研修室（和室） ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

茶室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 

 



１７ 岡山市立東公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

会議室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第１研修室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

第２研修室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

和室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

福祉室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 



１８ 岡山市立東山公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

研修室（和室） ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

茶室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 

 



１９ 岡山市立富山公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

研修室（和室） ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

茶室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 

 



２０ 岡山市立操南公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第１研修室（和室） ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２研修室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

茶室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 



２１ 岡山市立山南公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第１研修室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２研修室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第１実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

第２実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 

 



２２ 岡山市立上南公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

集会室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

和室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

青少年談話室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

福祉室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 

 

 



２３ 岡山市立旭東公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第１研修室（和室） ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２研修室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

茶室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 



２４ 岡山市立瀬戸公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１研修室 １，８８０円 １，４６０円 １，４６０円 １，１００円 ２，２００円 ７，１２０円

第２研修室 １，５７０円 １，２５０円 １，２５０円 ９４０円 １，８８０円 ５，６５０円

講座室 ２，９３０円 ２，４１０円 ２，４１０円 １，８００円 ３，５６０円 １１，３１０円

第１和室 ８３０円 ６２０円 ６２０円 ４７０円 ９４０円 ２，９３０円

第２和室 １，５７０円 １，２５０円 １，２５０円 ９４０円 １，８８０円 ５，６５０円

美術工芸室 ８３０円 ６２０円 ６２０円 ４７０円 ９４０円 ２，９３０円

料理講座室 ２，２００円 １，７８０円 １，７８０円 １，３３０円 ２，７２０円 ８，５９０円

第１会議室 ７，４３０円 ５，９７０円 ５，９７０円 ４，４７０円 ８，９００円 ２８，６００

円

第２会議室 ８３０円 ６２０円 ６２０円 ４７０円 ９４０円 ２，９３０円

大研修室 １１，１００円 ８，９００円 ８，９００円 ６，６７０円 １３，３００

円

４２，６３０

円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 



２５ 岡山市立万富公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ８３０円 ６２０円 ６２０円 ４７０円 ９４０円 ２，９３０円

第２講座室 ９４０円 ７３０円 ７３０円 ５４０円 １，１５０円 ３，３５０円

和室 １，５７０円 １，２５０円 １，２５０円 ９４０円 １，８８０円 ５，６５０円

料理講座室 １，８８０円 １，４６０円 １，４６０円 １，１００円 ２，２００円 ７，１２０円

会議室 １，５７０円 １，２５０円 １，２５０円 ９４０円 １，８８０円 ５，６５０円

大研修室 ７，４３０円 ５，９７０円 ５，９７０円 ４，４７０円 ８，９００円 ２８，６００

円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 

 



２６ 岡山市立上道公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

大集会室 ７，１２０円 ４，９７０円 ４，９７０円 ３，７３０円 ９，９５０円 ２４，２００

円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

第１講座室 １，５７０円 ９９０円 ９９０円 ７４０円 ２，３００円 ５，１３０円

第２講座室 １，１５０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

第１和室 ７３０円 ５７０円 ５７０円 ４３０円 １，５７０円 ２，８２０円

第２和室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第３和室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

美術工芸室 ７３０円 ４７０円 ４７０円 ３５０円 １，１５０円 ２，２００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 



２７ 岡山市立西大寺公民館 

(１) 岡山市立西大寺公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

第２講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

第３講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

和室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

研修室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

談話室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

視聴覚室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 



(２) 岡山市立西大寺公民館大ホール 

使用区分

室名 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後１０

時まで 

午前９時か

ら午後５時

まで 

午後１時か

ら午後１０

時まで 

午前９時か

ら午後１０

時まで 

平日 １４，９８０

円

２８，１８０

円

３６，４５０

円

３９，８１０

円 

５４，７９０

円

６３，６９０

円

土・日・休日 １８，０１０円 ３３，８３０

円

４３，７９０

円

４７，７７０

円 

６５，７９０

円

７６，４７０

円

備考 

１ 休日 

「休日」とは，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を

いう。 

２ 使用料の割増し 

使用者が入場料又はこれに類するもの（以下「入場料等」という。）を徴収するときは，

次の区分により基本使用料に加算して徴収する。 

入場料等の最高額が，２，０００円以下の場合 基本使用料の額の５０％ 

入場料等の最高額が，２，０００円を超える場合 基本使用料の額の１００％ 

３ 観客を対象としない場合の使用料 

観客を対象としないで使用するときは，前項により算定して得た額の５０％を徴収す

る。 

４ 延長等に係る使用料 

使用申込時間を超過し，又は繰り上げて使用するときは，１時間を限度とし，当該使

用申込時間のうち，直近の時間帯につき前２項により算定して得た額の４０％を，１時

間を超えるときは，当該超過し，又は繰り上げた使用時間の含まれる時間帯（使用申込

時間内の時間帯は除く。）につき，前２項により算定して得た額を徴収する。ただし，午

前９時以前及び午後１０時以降の使用については，１時間につき２２，０００円を徴収す

る。 

５ 暖冷房使用料 



暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

６ その他 

使用料を計算する場合において，１日の使用料の額に１００円未満の端数が生じたと

きは，その端数金額を切り上げるものとする。 

(３) 岡山市立西大寺公民館大ホール附属設備等使用料 

区分 設備器具名 数量 １回の料金 備考 

舞台関係諸道具等 音響反射板 １式 ４，１９０円  

平台 １枚 １５０円  

屏風 １双 ７３０円  

演台 １式 ７３０円  

指揮台 １台 ７３０円指揮者用譜面台付 

いす １脚 ５０円  

机 １脚 １５０円  

ピアノ（日本製） １台 ３，１４０円フルコンサート 

音響装置等 拡声装置 １式 ４，７１０円  

CDプレーヤー １台 ８３０円  

テープレコーダー等 １台 １，０４０円テープ類を除く。 

マイクロホン １本 １，０４０円  

ワイヤレスマイクロホン １本 ２，０９０円  

照明器具等 調光装置 １式 ４，７１０円  

フットライト １列 ６２０円  

ボーダーライト １列 １，５７０円  

アッパーホリゾントライ

ト 

１列 １，５７０円  

ロアーホリゾントライト １列 １，０４０円  

サスペンションライト １列 １，５７０円  



スポットライト １台 ２１０円１KW未満 

スポットライト １台 ３６０円１KW～１．５KW 

ピンスポットライト １台 ２，０９０円シャープ 

ミラーボール １個 ７３０円  

エフェクトマシン １式 １，０４０円  

持込器具 １台 ２１０円１KW以内 

その他設備 シャワー設備 １式 ６２０円  

備考 

この表において，「１回」とは，午前（午前９時から正午まで），午後（午後１時から午後５時

まで）及び夜間（午後６時から午後１０時まで）を単位とする。ただし，午前９時以前及び午後

１０時以降の使用については，その使用が１時間を経過した場合にはそれぞれ１回とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２８ 岡山市立灘崎公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第１研修室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２研修室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第１研修室・第２研

修室 

１，０４０円 ７３０円 ７３０円 ５５０円 ２，３００円 ４，６１０円

第３研修室 

（和室） 

５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 



２９ 岡山市立福田公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

研修室（和室） ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

茶室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 

 



３０ 岡山市立南公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

研修室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

和室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

福祉室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 



３１ 岡山市立興除公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

研修室（和室） ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

茶室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 

 



３２ 岡山市立芳田公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

研修室（和室） ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

茶室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 

 



３３ 岡山市立福浜公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第１研修室 

（和室） 

５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２研修室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

茶室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 



３４ 岡山市立藤田公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

研修室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

和室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

福祉室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 

 



３５ 岡山市立妹尾公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

講座室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

第１和室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２和室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

福祉室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 

 

 



３６ 岡山市立光南台公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

第１講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

第２講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

研修室（和室） ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

実技室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

茶室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 

 



３７ 岡山市立岡南公民館 

使用区分

室名 

午前９時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時３

０分から午

後５時３０

分まで（平

日） 

午後３時３

０分から午

後５時まで

（日曜日） 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時３

０分から午

後９時まで 

大講座室 ７３０円 ７８０円 ７８０円 ５８０円 １，６７０円 ３，３５０円

中講座室 ６２０円 ５７０円 ５７０円 ４３０円 １，３６０円 ２，８２０円

小講座室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

和室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

料理講座室 １，６７０円 １，４１０円 １，４１０円 １，０６０円 ３，３５０円 ７，１２０円

美術工芸室 １，５７０円 ８３０円 ８３０円 ６２０円 １，９９０円 ４，２９０円

福祉室 ５２０円 ３６０円 ３６０円 ２７０円 １，１５０円 ２，３００円

備考 

１ この表に掲げる使用区分のうち２以上の使用区分を継続して使用する場合における使

用料は，当該使用区分の使用料の額を合計した額とする。ただし，午前９時３０分から

午後９時まで継続して使用する場合における使用料は，当該使用区分の使用料の額と

する。 

２ 使用申込時間を午後１０時までを限度として延長する場合は，３０分延長するごとに午

後６時から午後９時までの使用区分に対する額の１５％に相当する額を加算するものと

し，加算額に１００円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り上げる。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額を

徴収する。 

 

 

 

 

 



別表第２（第７条関係） 

施設名 単位 使用料 

岡輝公民館駐車場 １台につき 最初の１時間３０分まで無料 

以後１時間ごとに１００円 

備考 

この表の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車するときは，使

用料は無料とする。 

(１) 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３９条第１項に規定する緊急自動車 

(２) 当該駐車場の付近において，国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を

要する公務を行うため使用する自動車 

(３) 前各号のほか，市長が必要と認める自動車 

 


